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規

則

　

公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
中
「
次
の
と
お
り
と
す
る
」
を
「
飲
食
店
営
業
（
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二

十
九
号
）第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
営
業
の
う
ち
、設
備
を
設
け
て
客
に
飲
食
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。）と
す
る
」

に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
、
様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
、
様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式

第
十
五
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
七
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類

番
号

種　
　

類

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

発　
　

行　
　

所

一二三四

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌

ま
ん
が
こ
ん
な
に
酷
い
芸
能
界
暴
露
大
全

　

５
３
４
５
６－

０
６

絶
対
恋
愛
Ｓ
ｗ
ｅ
ｅ
ｔ　

２
０
２
１　

３

　

１
５
５
５
７－

０
３

無
敵
恋
愛
Ｓ
＊
ｇ
ｉ
ｒ
ｌ　

２
０
２
１　

３
月
号

　

０
８
５
７
７－

３

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ　

ウ
ル
ト
ラ
ス
ト
ロ
ン
グ

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
２

株
式
会
社
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

笠
倉
出
版
社

ぶ
ん
か
社

株
式
会
社
大
洋
図
書
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五六七八九十十
一

雑　
　

誌

雑　
　

誌

書　
　

籍

書　
　

籍

雑　
　

誌

雑　
　

誌

雑　
　

誌
　

６
８
５
４
４－

１
２

Ｅ
Ｘ
特
ダ
ネ
Ｎ
Ｇ　

Ｓ
Ｈ
Ｏ
Ｔ　

第
１
４
号

　

１
２
４
２
４－

３

封
印
映
像
お
色
気
全
集
中
御
開
帳
ス
ペ
シ
ャ
ル

　

６
３
８
１
５－

０
５

芸
能
美
女
ハ
ー
レ
ム
Ｍ
Ａ
Ｘ
！

　

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
９
７
８－

４－

８
６
６
３
２－

６
７
４－

０

あ
り
え
な
い
芸
能
界
騒
然
ハ
プ
ニ
ン
グ
百
花
繚
乱
！

　

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
９
７
８－

４－

８
６
６
３
２－

６
７
５－

７

臨
時
増
刊
ラ
ヴ
ァ
ー
ズ　

Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
１
８

　

６
８
５
４
４－

３
３

麗
人　

３　

２
０
２
１　
ｍ
ａ
ｒ
．

　

０
９
６
１
３－

３

週
刊
実
話
ザ
・
タ
ブ
ー

週
刊
実
話
増
刊
３
月
１
２
日
号

　

２
０
３
２
７－

３
／
１
２

株
式
会
社
イ
ン
テ
ル
フ
ィ

ン株
式
会
社
コ
ス
ミ
ッ
ク
出

版株
式
会
社
ブ
レ
イ
ン
ハ
ウ

ス株
式
会
社
ブ
レ
イ
ン
ハ
ウ

ス株
式
会
社
大
洋
図
書

株
式
会
社
竹
書
房

株
式
会
社
日
本
ジ
ャ
ー
ナ

ル
出
版

二　

指
定
理
由

　
　

図
書
類
の
内
容
が
、
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
一
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
大

学
校
の
農
産
物
等
の
販
売
に
係
る
生
産
物
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
三
年
二
月
二
十
五
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

大
崎
市
古
川
狐
塚
字
西
田
三
十
番
地

　
　

株
式
会
社
古
川
青
果
地
方
卸
売
市
場

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
二
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者

の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適

合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区　

域

区　
　

分

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

漁
業
の
種
類

特
定
第
二
号

漁
業
者
数

石
巻
市
区

域
（
宮
城

県
漁
業
協

同
組
合
の

石
巻
地
区

支
所
の
地

区
）

総
ト
ン
数
二
十

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

漁
業

令
和
三
年
二
月

二
十
五
日

石
巻
市
さ
く
ら
町
二
丁
目

十
八－

七

豊
嶋　

祐
二

石
巻
市
渡
波
字
黄
金
浜
五

十
七－

一

渡
辺　

悟

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
六
条

に
規
定
す
る
漁

業

五
人

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

東
松
島
市
野
蒜
字
南
余
景
六
八
の
二
八
〇
・
字
洲
崎
七
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

飛
砂
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

�　

気
仙
沼
市
波
路
上
内
沼
五
の
五
、
五
の
六
、
九
の
五
・
波
路
上
岩
井
崎
九
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
九
六
の
五

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備
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三　

解
除
の
理
由

　
　

公
益
上
の
理
由
（
海
岸
保
全
施
設
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

伊
具
郡
丸
森
町
字
砂
ノ
入
一
七
の
二
、
一
七
の
一
二
、
一
八

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
砂
ノ
入
一
七
の
二
・
一
七
の
一
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
八

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
丸
森
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

伊
具
郡
丸
森
町
字
松
一
の
三

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

　
　
　
　

字
松
一
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
丸
森
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

潮
害
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

東
松
島
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

県
庁
舎
等
清
掃
業
務　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
管
財
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
三
年
二
月
十
七
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
清
建　

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
南
駒
木
袋
二
百
十
二

番
地
の
三

五　

落
札
金
額　

二
億
六
千
四
百
二
十
万
円
（
税
抜
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
三
年
一
月
八
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

名
取
市
本
郷
字
大
門
百
三
十
四
番
二
、
二
百
八
番
一
、

二
百
十
番
一
、
二
百
十
六
番
一
、
二
百
八
番
一
地
先
の
水

の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
十
番
二
十
八
号

�

ク
リ
エ
イ
ト
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
株
式
会
社

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

多
賀
城
市
留
ヶ
谷
一
丁
目
二
百
三
十
一
番
二
の
一
部
、

二
百
三
十
四
番
一
の
一
部
、
二
百
三
十
四
番
二
の
一
部
、

二
百
三
十
四
番
三
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
宮
城
野
区
中
野
一
丁
目
五
番
地
の
九

�

ス
モ
リ
工
業
株
式
会
社　
　
　
　

　
　
　
　

�
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〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

多
賀
城
市
東
田
中
一
丁
目
八
十
三
番
一
、
八
十
四
番

一
、
同
字
志
引
八
十
五
番
三

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

多
賀
城
市
城
南
二
丁
目
二
十
一
番
一
号

�

学
校
法
人
化
度
寺
学
園　
　
　
　

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
十
三
塚
三
十
二
番
一
の
一
部
、

三
十
三
番
の
一
部
、
三
十
三
番
一
、
四
十
一
番
一
の
一
部
、

四
十
二
番
一
の
一
部
、
四
十
二
番
三
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
十
六
番
十
号

�
積
水
ハ
ウ
ス
不
動
産
東
北
株
式
会
社

雑

報

〇
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
理
事
長
か
ら
、
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
に
基
づ
き
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
が
定
め
る
口
頭
に

よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
次
の
よ
う
に
改
め
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
十
二
日

�

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
理
事
長　
　

川　
　

上　
　

伸　
　

昭　
　
　

　

�

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
に
基
づ
き
公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学
が
定
め
る
口
頭
に

よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個

人
情
報
の
項
目

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
期
間

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
場
所

試
験
の
名
称

開
示
す
る
内
容

公
立
大
学
法
人
宮
城
大

学
職
員
採
用
試
験

試
験
別
得
点
、
総
合
得

点
及
び
総
合
順
位
（
第

一
次
試
験
の
結
果
に
つ

い
て
は
、
不
合
格
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
月
間

宮
城
大
学
事
務
局

宮
城
大
学
入
学
者
選
抜

試
験
一
般
選
抜

科
目
別
得
点

合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
月
間

宮
城
大
学
事
務
局

宮
城
大
学
入
学
者
選
抜

試
験
特
別
選
抜
（
帰
国

子
女
入
試
、
社
会
人
入

試
、
外
国
人
留
学
生
入

試
）

科
目
別
得
点

合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
月
間

宮
城
大
学
事
務
局

宮
城
大
学
大
学
院
入
学

者
選
抜
（
博
士
前
期
課

程
、
博
士
後
期
課
程
）

総
合
得
点
、
科
目
別
得

点
及
び
総
合
得
点
に
よ

る
順
位

合
格
発
表
の
日
か
ら
起
算
し

て
一
月
間

宮
城
大
学
事
務
局


